
許可番号　中耕指令第　　　　　　　号

上記河川占用（工作物）については、下記の通り、計　　　　軒で共有して使用しております。

誓約内容：

代表者
(書類送付先)

住所

氏名

電話番号

住所

氏名

電話番号

住所

氏名

電話番号

住所

氏名

電話番号

住所

氏名

電話番号

住所

氏名

電話番号

河川占用（工作物）共有使用一覧及び誓約書

後日のため誓約書を差し入れます。

私儀、今般　　　　　　　川普通河川占用（使用）工作物設置申請の認可については、
河川敷使用規定並びに条件厳守は勿論、使用区域内に土砂、塵芥、その他の障害
物等が停滞し、流水を妨げるおそれがあると認めた場合は、例え、これが私共で投
棄したものでなくても、速やかに灌漑排水上支障のないよう、私の全責任において処
理し、貴関係当局にはいささかもご迷惑はかけません。

尚、占用区域内の浚渫については、年１回以上責任をもって行い、もし、やむをえざ
る都合（家事、その他の都合）によりできない場合は、これに要した費用を負担するこ
ととし、以上各条件に違反したときは如何様なご処置を受けても何ら異議を申しませ
ん。

占用(使用)場所　　中津市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地先
河川名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川


